
日時：

場所：

１ 開　会

２ 委員紹介

３ 会長・副会長の選出

４ 審議等

５ 閉　会

　【審議資料】

（資料１）

（資料２）

（資料３）

（資料４）

（資料５）

（資料６）
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（資料７）

（資料８）

（資料９）

（資料10）

（資料11）

（資料12）

（資料13）

（資料14）

　【要綱等】

　・福岡市市民公益活動推進審議会委員名簿 （資料15）

　・福岡市市民公益活動推進審議会運営要綱 （資料16）

  ・福岡市市民公益活動推進審議会傍聴要綱 （資料17）

　

第 ５ 期 第 １ 回

会　議　次　第

福 岡 市 市 民 公 益 活 動 推 進 審 議 会

(1)NPO・ボランティア交流センター移転施設のあり方について

【審議】

・平成22年度市政アンケート調査結果

・平成25年度市民の社会貢献に関する実態調査結果概要（内閣府）

・平成25年度特定非営利活動法人に関する実態調査結果概要（内閣府）

・第５期市民公益活動推進審議会について（審議スケジュール）

・福岡市NPO・ボランティア交流センター条例

・福岡市NPO・ボランティア交流センター条例施行規則

・市民公益活動の推進に係る施策　基本方針

・市民公益活動の推進に係る施策について　答申

・新「あすみん」を語る会議事概要

・市民公益活動の推進に係る施策　基本方針に基づく今後取り組む
　主要施策の検討

・ボランティア・NPOセンター基本計画（平成14年2月策定）

・NPO・ボランティア交流センター移転施設の概要について

・NPO・ボランティア交流センター移転施設のあり方について

(2)市民公益活動の推進に係る施策  基本方針の見直しについて

平成２６年８月１９日（火）１３時３０分～１５時３０分

福岡市役所１５階１５０４会議室

　配布資料

・市政アンケート・内閣府調査（抜粋），事務事業外部点検結果



第５期市民公益活動推進審議会について 

 

１．審議事項 

（１）NPO・ボランティア交流センター（あすみん）移転施設のあり方について 

   ・下記の検討項目に関する「課題，意見等」の分析，「取り組みの方向性」の審議 

   【検討項目】 

   ①市民向け情報提供エリアと団体活動支援エリアの分離 

   ②セミナールームの有料化の検討 

   ③新「あすみん登録制度」の創設を検討 

   ④個人利用登録の廃止及び，情報提供リストの整備 

   ⑤実態に即した利用ルールの検討 

 

（２）市民公益活動の推進に係る施策基本方針（平成 24 年３月）の見直し 

・基本方針に定めた３つの方向性に基づく主要施策の「これまでの主な取組」と「現

状と課題」の分析，「今後必要な主要施策」の審議 

【３つの方向性】 

①誰もが居場所と出番のある福岡のまち 

②共感と絆が広がり NPO が輝く福岡のまち 

③市民・NPO・行政等が共に働く福岡のまち 

 

２．今後のスケジュール（予定） 

時 期 等 主な内容 

平成 26 年８月 第１回審議会 ・審議事項(1) 

・審議事項(2)  

平成 27 年１月 第２回審議会 ・審議事項(1)  

・審議事項(2) 

・市政アンケート（H26.8 実施）結果報告 

・共働事業フォローアップ調査報告 

・NPO・ボランティア交流センター条例及び条例規則

の一部改正について報告 

平成 27 年２月 議会 ・NPO・ボランティア交流センター条例及び条例規則

の一部改正について議案上程 

平成 27 年７月 次期指定管理

者公募開始 

・指定期間：H28.4～H33.3（５年間） 

・審議事項(1)，(2)方向性①，②（あすみん機能）を募

集要項に反映 

平成 27 年８月 第３回審議会 ・審議事項(1)  

・審議事項(2) 

平成 28 年２月 第４回審議会 ・審議事項(1)「取り組みの方向性」の報告，承認 

・審議事項(2)「今後必要な主要施策」の報告，承認 

平成 28 年４月  ・NPO・ボランティア交流センター移転 

 

【資料１】
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【資料１】



ＮＰＯ・ボランティア交流センター移転施設の概要について 

 

 

１．経緯 

  福岡市ＮＰＯ・ボランティア交流センター（あすみん）は，平成 27 年度末の青年センタ

ー廃止に伴い，平成 28 年４月（予定）に，中央児童会館等建替え施設へ移転することとし

ている。 

 

２．建物の概要 

 移転後 現在 

所在地 中央区今泉一丁目 

（中央児童会館建替え施設４階） 

中央区大名二丁目 

（青年センター５階） 

入居年月 平成 28 年４月（予定） 平成 14 年 10 月 

建物（構造，階数） 鉄骨造 ７階建て＋塔屋階 鉄筋コンクリート造５階建て 

民間施設階数 

公共施設階数 

民間：１～３階 

公共：４～７階＋屋上 

全て公共施設 

総床面積（屋上含む） 約 5,420 ㎡ 約 1,719 ㎡ 

 内，NPO・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

交流ｾﾝﾀｰ専有面積 

約 510 ㎡ 

外，４階共用部 約 180 ㎡ 

合計 約 690 ㎡ 

380.46 ㎡ 

外，１階共用部 130.60 ㎡ 

合計 511.06 ㎡ 

駐車場形式（台数） 11 台（予定）（内訳：隔地９台，１

階２台） 

無し 

駐輪場形式（台数） 75 台（予定）（幅広自転車用，自動

二輪車用含む） 

約 20 台 

 

３．移転施設のあり方についての検討経緯と移転までのスケジュールについて 

（１）検討経緯 

  市民公益活動推進審議会において，移転施設の機能の審議及びスケジュールの報告を行

った。各審議会にていただいたご意見を基に「NPO・ボランティア交流センター移転施設

のあり方について（資料３）」を作成した。また，審議会にて現あすみんの利用者からの意

見を反映させるべきであるとのご意見をいただいたことから，「新あすみんを語る会」を開

催した。（議事概要は資料４のとおり） 

【審議会での審議・報告状況】 

・第４期第１回審議会（平成 24 年９月開催） 

NPO・ボランティア交流センターの機能充実について（審議） 

 ・第４期第３回審議会（平成 25 年８月開催） 

  NPO・ボランティア交流センターの利用のあり方について（審議） 

【資料２】



 ・第４期第４回審議会（平成 26 年２月開催） 

  新「あすみん」検討・移転スケジュールについて（報告） 

（２）移転までのスケジュールについて 

  「NPO・ボランティア交流センター移転施設のあり方について（資料３）」について審

議いただいたご意見を基に，方針を決定し，その内容を移転施設に反映させるとともに，

第４期指定管理者の募集要項等に反映させる。 

 【スケジュール（案）】 

 ・平成 27 年１月 第５期第２回審議会開催 

 ・平成 27 年３月 議会 NPO・ボランティア交流センター条例改正案上程 

 ・平成 27 年７月 NPO・ボランティア交流センター第４期指定管理者の募集開始 

          指定期間：平成 28 年４月～33 年３月（５年間） 

 ・平成 27 年８月 第５期第３回審議会開催 

 ・平成 27 年 12 月 議会 NPO・ボランティア交流センター指定管理者の指定について上程 

 ・平成 28 年２月 第５期第４回審議会開催 

 ・平成 28 年３月 NPO・ボランティア交流センター移転，開館準備 

 ・平成 28 年４月 開館 

 

４．位置図 

 

 
 
 

 

中央児童会館 

現あすみん 

【資料２】
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NPO・ボランティア交流センター移転施設のあり方について 

 

検討項目（第４期第３回審議会にて報告） 検討課題，意見等 取り組みの方向性 

（１）市民向け情報提供エリアと団体活動支援エリアの分離 

施設レイアウトの計画時に、一般市民に情報提供を行うス

ペースと、NPO 団体等が作業や打ち合わせを行うためのスペー

スを分離するなど、団体活動のためのスペースを確保する。 

・エリアの分離は有効である。 

・提供する情報の質を向上すべき。 

・現在の団体ファイル（登録団体の活動紹介用）は配置に場

所をとり，中身も更新もされていない。しかし，情報を整

理し，見せ方を工夫すれば有益な情報となる。 

・市民向け情報提供エリアと団体活動支援エリアを分離する。

 

【市民向け情報提供エリア】 

・市民が気軽に立ち寄り情報を得ることができる場とする。 

・センター利用団体等が活動を紹介する場とする。 

 

【団体活動支援エリア】 

・活動に必要な現行の機能を維持する。 

・特に需要のある打ち合わせスペースやセミナールームを拡

充する。 

・利用にあたっては登録を必須条件とする。 

 

【団体ファイルの活用】 

・団体情報の収集や提供方法について，利用登録制度とあわ

せて検討する。 

 

（２）セミナールーム有料化の検討 

利用効率の向上や、利用者間の公平性の確保の観点から、

新施設に設置するセミナールームについては有料化を検討す

る。ただし、現在、使用料が無料であること、あすみんの設

置目的に沿った適正な活動を行う団体については積極的に支

援する必要があることから、設定料金については相当程度低

廉なものとする方向で検討する。 

・センターの設置目的である公益活動の支援との整合性がな

い。 

・有料化を不適切な利用者への解決策とすべきではない。 

 登録制度のあり方や回数制限の設定を検討すべき。 

・有効活用のため，利用のための計画書や報告書を提出させ

るべき。 

・セミナールームを利用して事業を実施することを制限すべ

き。 

・有料化に賛成である。ただし，低廉な設定とすべき。 

 

・センターの設置目的を鑑み，利用料は無料とする。 

・室数・面積を拡充する。 

・センターの設置目的に則した利用を促すため，利用にあた

っては計画書や報告書の提出を義務付ける等，利用登録制

度の中で規則を設け，管理する。 

 

 

 

【資料３】



NPO・ボランティア交流センター移転施設のあり方について 

 

検討項目（第４期第３回審議会にて報告） 検討課題，意見等 取り組みの方向性 

（３）新「あすみん登録制度」の創設を検討 

現在、センター設備の利用を希望する個人・団体に義務づ

けている形式的な「利用登録制度」を見直し、公益性が高い

活動を行う団体（NPO 団体・NPO 法人）を支援するための登録

制度、新「あすみん登録制度」の創設を検討する。 

 新しい制度は登録時に基礎データを入力するだけではな

く、随時、団体から活動報告などを受けることによって、団

体支援カルテとして日常的にメンテナンスを行い、個々の団

体の特性や実情に合わせた各種情報の提供、セミナーなどの

運営基盤強化のための施策の活用案内、あすみんホームペー

ジによる積極的な広報等，トータルな支援を行う。 

同時に、一旦、公益活動を行う団体として登録を行った団

体であっても活動実態が私益的、共益的な団体については、

NPO 入門セミナーなどの受講を薦めるなどにより市民公益活

動に関する理解を求めていく。 

 

・現行の登録制度は場所を利用するための登録となっている。

 場の提供だけではない，NPO の底上げにつながる支援のあり

方を検討すべき。 

・登録更新をすべき。（現在は３年更新） 

・登録（更新）にあたっては，オリエンテーションを実施す

べき。 

・登録基準として公益と共益の違いがあいまいになっている。

・センターとしての方向性や公益の基準を，登録基準で示す

べき。 

・登録基準は，NPO 法に準じ整理してはどうか。 

・窓口相談から団体の育成，活動支援につながる仕組みづく

りが必要。 

・利用登録に関する要綱を定める。 

・登録基準を示し，登録（更新）時やセミナールーム利用時

等，機会を捉え，活動支援を行える仕組みとなるよう，要

綱を検討する。 

・利用登録の要綱で，公益活動の準備を行う個人についても，

利用基準を満たせば登録を行ってもらい，支援する。 

 

（４）個人利用登録の廃止及び、情報提供リストの整備 

あすみんの利用実態として、個人登録者はインターネット

やコピー機を私的に利用するために便宜上申請を行っている

者がほとんどであり、現在の個人登録制度を廃止する方向で

検討する。 

同時に、個人に対する NPO・ボランティア情報の発信や活動

相談などの事業ＰＲを効果的に行うため、従来の個人登録に

ついては情報提供リストとして整備していく。 

 

・これから活動を始めようとする個人を排除しない仕組みが

必要。 

・利用登録の要綱で，公益活動の準備を行う個人についても，

利用基準を満たせば登録を行ってもらい，支援する。（再掲）

・その他の個人については，市民向け情報提供エリアで情報

の提供や，個々の相談に応じた支援を行う。 

・定期的な情報発信（メルマガ・情報誌等）を効果的に行う

ため，個人・団体ともに（利用登録不要），情報提供リスト

を整備する。 

（５）実態に即した利用ルールの検討 

 新施設の利用ルールについては、施設の利用環境に即して

可能な限り自由に利用できるよう柔軟に検討していく。 

 ・平成 28 年４月に向けて検討していく。 

 

 

 

【資料３】



■新あすみんを語る会（第１回・第２回） 

 １.開催日時 平成２５年１１月２０日（水） １９：００～２１：００ 

        平成２６年 １月２３日（木） １９：００～２１：００ 

２.場  所 NPO・ボランティア交流センター 

３.テ ー マ 第１回：現状分析と改善の方向性 

第２回：新あすみんを描く 

４.出 席 者 NPO関係者６名，市側４名 

      （NPO関係者分野：子ども健全育成，保健・医療・福祉，社会教育，防災，自治組織） 

  
○ミッション 

・NPO は，まち医者 
 あすみんは，総合病院（往診：現場支援，予防：将来を見据えた支援） 
・中間支援：分野で集まれる“きっかけ”，“場”をつくる。 
 市民力のすそ野を広げるために，中間支援組織のネットワーク化を支援する。 
・交流により，気遣いが生まれる。“気づき”のある施設 
・団体の横の連携，団体の成長が生まれるコーディネートが求められる。 
 コーディネート：同じ分野の横の連携が生まれる。 
 
○設備の提供 

（セミナールーム） 

・大きなイベントの時は，早めにおさえたい。 
・○○週間等のテーマに沿った事業は，優先するなどの仕組みができないか。 
・有効利用をするため，優先順位の決め方も必要。 
・これからは，受益者負担も必要な時代になるのではないか。 
（フリースペース） 

・人があふれてごった返し，時に混乱することもある。 
・定期的な集まりに制約がある。10 人くらいのミーティングができる場所が欲しい。 
・個室よりも間仕切り程度でいいので数が欲しい。隣を気づかうことで交流も生まれるのではないか。 
（その他） 

・活動の拠点として便利 
・大型荷物の一時保管場所を確保してほしい。 
・搬入搬出の車寄せが必要。 
・作業スペースは，広い方が良い。作業台は使いやすい高さで。 
 
○利用登録（ターゲット） 

・あすみんの利用形態：団体事情で利用の仕方・ニーズが違う。 

・施設の目的に沿った利用であれば，個人・団体は問わなくて良いのではないか。 
・個人は，あすみんで情報をもらうための登録 
・個人は，NPO・ボランティアの種であり，サークル的な活動からはじまることもある。個人というこ

とで，制限をしなくても良いのではないか。 
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・個人でも団体でも活動実績を報告をする。義務化し，幽霊会員，目的外の利用を制限する。 
・個人登録のパソコン利用は，ネットカフェ化していないか。何に使っているか？ 
・団体登録を前提とした，仮登録としての個人登録システムが必要ではないか。 
・登録制度は，来館を制限するものではない。 
 
○情報 

（発信・共有） 

・発信力強化の支援の環境整備：10 年前とネットの環境は，変わっている。 
 →ホームページビルダー等のソフトの充実→教えてくれる NPO はいるがパソコンが少ない。 
・情報発信ツールの充実 
・情報共有のメッセージボード：ポスター印刷が安くできるところ，困った時の相談などの口コミ情報

の共有 
（団体情報） 

・管理上必要な事項の他に，同じ活動をしようとしている人や団体とつながるきっかけのために，団体

の考えていること，やろうとしていること，悩みなどが，自由に書けるようにしたら良いのでは。新

聞のように興味のあるところが読みやすいように。 
・メルマガにも団体情報を反映してはどうか。 
・自分たちが困ったことを次に伝えたい。また，先輩団体の情報も知りたい。 
・掲示板に，困ったこと，お助け情報をのせる。ベストアンサーのようなもの。 
・交流するため，タグ付けして検索しやすくする。 
・データベース化と IC カード電子化は電磁波過敏の方への配慮が必要。 
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■新あすみんを語る会（第３回） 

 １.開催日時 平成２６年６月２７日（金） １８：００～２１：００ 

２.場  所 NPO・ボランティア交流センター 

３.テ ー マ 新あすみんを描く～市民公益活動の今までとこれから～ 

４.出 席 者 NPO（主に中間支援組織）関係者６名，市側４名 

 

 

○ミッション 

・NPO・ボランティアへの正しい理解が広がっていくような機能を。 
・ぼんやりしたものが熱をもって気づきの場となってほしい。思いや情熱をカタチにする最初の一歩。 
・活動に取り組む人の温度と意欲を高めていくような，ただのハコだけではない場を作ってほしい。 
・活動のスムーズなスタート支援が重要。 
・あすみんの目的を明確に。何をやるか，やらないか。 
・NPO センターへの切替。「ボランティアをしましょう」はもう違う。 
・NPO 同士がつながると強くなる。そのつながる場をつくる。ネットワーキング。 
 あすみんにくれば自分たちの活動がどこに位置しているのかがわかるように。 
・ターゲットを設定しないと，何でも押し並べては無理。 
 センターとして力を入れているところを見せていく。見せることで来る人の意識もついてくる。 
・あすみんは活動の入り口。 
・あすみんの外側にも，あすみんの機能を持たせていく。 
・色々なところと連携して市全体にあすみんがある。 
・NPO がやっている部分をあすみんはやらなくていい。 
 あすみんにしかできないことを探して，集中してやってもらう。 
 場の提供という点だけでも，あすみんにしかできないこと。 
・高齢者と大学生のサークル施設とワーキングスペースの場となる恐れがある。 
・児童館と壁が薄くなるのは心配。高校生の自習室になる恐れがある。 
・あすみんと児童館が一緒になることで，人の関わりが広がる。双方の良さを生かした交流。 
・まずはボランティア・NPO センター基本計画の検証をするとよいのではないか。 
 
○実施事業 

・プロボノなどの事業では，センター職員に専門的なスキルが求められる。 
・まんべんなく事業をやることから卒業する時期では。あすみんが全て担うことは難しい。 
・対象を絞って打ち出す力が必要では。 
・NPO の活動段階ごとで支援メニューが違う。全てをあすみんで行うのは難しい。 
・あすみんが現在行っている事業の成果を判断するのも専門的なスキルが必要。 
・NPO の代表者や理事の，経営者としてのスキルアップに取り組んではどうか。 
・ボランティアについては，相談があれば支援するというスタンス。 
・インターンやプロボノを受入れる NPO 側が強くならなければ，先に進まない。 
・NPO の基盤強化を望む。 
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○設備の提供 

・会議室を有料化すると，指定管理者に対して，有料としてのハードウェアの提供が求められる。 
・有料とする場合は，12 年無料でやってきたことからの変更についての説明が必要。 
・利用の回数制限は活動に影響がでない程度にあった方がよい。 
・あすみんを利用して事業をすることを制限した方がよいのではないか。 
・有料化すると，お金を払っているのだからと，お客様化してしまう恐れがある。 
・閉館時間を早めると，セミナールームの使い勝手が悪くなる。 
・社会人の集まりだと，19 時や 20 時集合はよくある。 
 
○利用登録（ターゲット） 

・登録制度を通して，あすみんの方向性はこうだと示すことができる。 
・誰をサポートするのか，優先順位は必要。誰をサポートするかで広がり方が違う。 
・個人で何かしたい人の排除ではない，例外をひろえるような整備が必要である。 
・団体といっても NPO や社団法人など様々なかたちがある。 
共益・公益の違い，公益性が高いかどうかの判断基準が難しい。 

・公益とは何かを整備する必要がある。NPO 法に準じた整理は必要。 
・あすみんを本当に使うべき人が共益的な団体が使っていて使えない状態は，センターの目的が達成で

きていない状態といえる。 
・登録についての説明会を開催し，参加を必須条件としてはどうか。 

 
○情報 

・ネット社会で情報が溢れている中，あすみんが出す情報を見えるカタチにする。 
・あすみんはいつもそこにあるという強みがある。情報のストック。 
・情報提供エリアで提供する情報を工夫する必要がある。 
・団体ファイルを今の状態で常設する必要はない。職員でフォローできる。 
・団体ファイルについては，導入当初，紙媒体でないと読まないという意見があった。 
・会議室を有料化するなら，空間を無駄にしない設計が必要。 
 一方，紙媒体であることの良さはある。 
・見せ方は検討するとして，あのような情報はまとめておくべき。活動の入り口の人には有益である。 
 
○相談 

・設立支援と運営支援があるが，設立相談を受けるのはかなりの時間とスキルが必要となる。 
・センターと所轄庁の場所が違うことでセンターの目的・役割を明確にできる。 
 ワンストップではない良さを伝えていくべき。 
 いっしょだとセンター職員のスキルは上がるが負担もかかる。 
・場所が違うことでセンターでは，NPO ならではの相談を受けることができるが，一定のスキルは必

要。 
・相談から会議室で開催する講座につなげるという方法もある。 
 相談→育成→支援という流れ。 
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市民公益活動の推進に係る施策 基本方針に基づく今後取り組む主要施策の検討 

１．誰もが居場所と出番のある福岡のまち 

  市民が，公益活動への理解を深め，自らが公益活動の担い手であるとの認識の下に，自主的・自発的に公益活動に参画。 

これまでの主な取組 現状と課題 課題を踏まえた今後の施策の方向性 

（１）ライフサイクルを通じた公益力の育成 

・若年期における正しい理解を深めるため，小・中・高等学校を対象と

して公益活動体験機会の創出に努めるとともに社会人の社会貢献を

行う仕組みとして，福岡版のプロボノ事業の可能性調査を実施・検討

を行った。 

・様々な層へのアプローチとして，ボランティア・インターンシップ事

業を実施するなど，活動に参加しやすい環境づくりに努めた。 

【現状】 

 市民公益活動推進課での取り組みとしては指定管理事業として実施。 

 教育委員会をはじめとする各部局で取り組みを実施。 

 

【課題】 

市役所内部の取り組みについて，基本方針の方向性に基づく実施・進

行管理ができていない。 

 

※今年度，市政アンケート（「NPO やボランティアの市民公益活動」

について）を実施。結果について，次回審議会にて報告し，現状・課題

の分析を行うこととする。 

 

＜参考データ＞資料６－１，２，３ 

 

●施策●小・中・高等学校を対象とした NPO・ボランティアの体験活動

を実施 

・総合的な学習の時間や児童会・生徒会，部活動でのボランティア活動

の実施 

・小学３年生を対象に自治会活動 PR パンフレットを配布 

・小学生による公民館訪問 

・中学生以上を対象に職場体験学習や出前講座を活用した NPO 活動の体

験 

 

①若年期における NPO・ボランティアへの体験活動の機会の創出 
【現状】 

 小・中・高等学校では，学習の中であらゆる機会を捉え，ボランティ

アに関する知識を深め，体験活動に取り組んだ。 

 公益活動をより身近に体験するため，市民局では小学３年生を対象に

自治会活動 PR パンフレットを配布する予定としている。また，小学校

では，公民館への訪問に取り組んだ。 

 

【課題】 

・総合的な学習の時間で取り組む内容については，学校の裁量に任せて

おり，NPO・ボランティア体験活動に特化した実施を全市一律に実施

することは困難である。 

 

●施策●NPO 人材マッチング事業（福岡版プロボノ事業）の可能性調

査・検討 

・福岡，佐賀，長崎，鹿児島県におけるプロボノ先進事例調査 

・福岡県中小企業家同友会の協力のもと，市内企業 1,070 社に社会貢献

に関するアンケートを実施し，企業におけるプロボノ事業への協力の

可能性について調査。 

（回答 221 社，うち人材派遣可能 76 社） 

・NPO 人材マッチング・パイロット事業として４件試行 

②仕事を通じて身につけた専門的知識・技術・経験を活かして社会

貢献する仕組みの構築 

【現状】 

 平成 24 年度に先進事例調査，社会貢献に関するアンケート調査を実

施し，平成 25 年度に NPO 人材マッチング・パイロット事業として４件

試行した。 

 

【課題】 

・NPO 団体，市民双方ともプロボノへの理解が進んでいない。 

・有能な支援人材，プロジェクトマネージャーの確保が難しい。 

・グループ作業によるプロボノプロジェクトは，ミーティングに多くの

時間を要し，メンバーの負担になっている。 

・プロボノに限らず，企業の CSR 促進に向けた取り組みが不足している。 
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市民公益活動の推進に係る施策 基本方針に基づく今後取り組む主要施策の検討 

１．誰もが居場所と出番のある福岡のまち 

  市民が，公益活動への理解を深め，自らが公益活動の担い手であるとの認識の下に，自主的・自発的に公益活動に参画。 
これまでの主な取組 現状と課題 課題を踏まえた今後の施策の方向性 

●施策●募集対象メニューに地域活動や共働事業などを追加 

※NPO・ボランティア交流センター指定管理者事業として実施 

・「ボランティア体験プログラム」実施 

・ＰＲブックレット「ハジメのイッポ」を作成 

・募集対象に学生や企業社員を追加 

【体験プログラム・参加者数】 

Ｈ24 年度：34 プログラム，243 名 

Ｈ25 年度：30 プログラム，144 名 

③ボランティア・インターンシップ事業の継続実施 
【現状】 

 主にボランティアの初心者を対象に NPO や公民館が実施する活動で

ボランティア体験ができるプログラムを実施した。 

 

【課題】 

・体験後の満足度（継続性）を把握できていない。 

・幅広い分野でプログラムを準備しているが，より効果的に実施するた

め，対象（若年層，企業人，退職後の世代等）を絞って提供するべき

ではないか。 
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市民公益活動の推進に係る施策 基本方針に基づく今後取り組む主要施策の検討 

２．共感と絆が広がり NPO が輝く福岡のまち 

  公共の担い手である NPO が，広く社会で認知，理解，支援されることで，自立的な活動が継続的に展開。 

これまでの主な取組 現状と課題 課題を踏まえた今後の施策の方向性 

●施策●ネット寄付やクレジットカード決済等の仕組みを導入 

・Ｈ24.6：クレジットカード決済による寄付開始 

・Ｈ25.8：コンビニエンスストアでの寄付収納開始 

（政令市初） 

・Ｈ25.8：寄付者へ進呈する記念品を県産品（恵比須かき等）へリニュ

ーアル 

●施策●NPO 支援基金，助成事業に関する広報の強化 

・市内全 NPO 法人に対し，基金を活用した寄付獲得活動について DM 送

付 

・九州北部税理士会の協力を得て，福岡・佐賀・長崎３県の会員（税理

士）にＤＭ送付 

●施策●社会貢献意識の高い企業との連携強化 

・寄付付自動販売機の設置（11 社） 

・イオンとの包括提携協定に基づき「FUKUOKA OMOIYARI KIDS WAON」に

よる売り上げの一部を寄付（Ｈ23.12～） 

●施策●NPO が利用しやすい補助制度の検討 

・補助率：事業費の 80％以内 

・補助回数：通算３回以内（Ｈ24.4～） 

 

 ＜寄付受入額と補助実施額＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 19年度の受入額は，（財）民間都市開発推進機構の拠出金 500 万円含む 

 

（１）NPO 活動支援基金の活性化 
【現状】 

クレジットカード決済による寄付やコンビニエンスストアでの寄付

収納の開始，記念品の見直しにより，寄付しやすい環境づくりに努め，

寄付額・寄付者数ともに増加傾向にある。 

しかし，個人寄付者が翌年度も寄付（リピーター化）した件数は H23

年度以降，２件程度である。また，企業との連携については，H23 年度

以降横ばいとなっており，冠ファンド（200 万円以上の寄付）の実績も

ない。 

Ｈ25 年度に実施された事務事業外部点検の際，効果的な広報ルートの

開拓とイメージの届け方の工夫が必要という意見をいただいた。効果的

な広報ルートとして，税理士会を通じて基金の活用依頼を実施した。（※

資料６－４ H25.事務事業外部点検結果） 

また，NPO の自立を支援する視点からＨ24.４より補助金助成回数の制

限を設けた。 

 

●参考：H22 年度市政アンケート 

・基金を知っている４％，知らない 94％ 

・基金への寄付が増えるための条件 

 基金を PR し，市民認知度を向上させる  76.1％ 

 寄付金の使途や助成先が示され選びやすい 72％ 

 寄付金がどう使われたかを寄付者へ報告する 49.4％ 

 

【課題】 

 基金の市民認知度が低い。 

多様な寄付手段や記念品の見直しにより一定の効果があったものの，

寄付者のリピーター化にはつながっていない。 

また，企業との連携について新規開拓が行えていない。 

 

 

 

 

 

＜参考データ＞資料６－４ 
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市民公益活動の推進に係る施策 基本方針に基づく今後取り組む主要施策の検討 

２．共感と絆が広がり NPO が輝く福岡のまち 

  公共の担い手である NPO が，広く社会で認知，理解，支援されることで，自立的な活動が継続的に展開。 

これまでの主な取組 現状と課題 課題を踏まえた今後の施策の方向性 

●施策●改正 NPO 法に基づく認証・認定業務実施体制の整備及び円滑な

施行 

・認証・認定，相談，受付 ※資料５－１参照 

・NPO 法人へのサポート 

 ・設立説明会：毎月第２，４火曜日 

 ・認定説明会：毎月第３水曜日 

 ・税理士による相談：毎週１回 

 ・研修会・説明会の開催 

 ・活動計算書・会計に関する説明会（各年３回実施） 

●施策●条例による個別指定などの必要性や基準について検討 

・神奈川県川崎市調査（H24 年度制定） 

・福岡県・北九州市との定期会議にて情報交換 

 

（２）NPO 法人の認証・認定業務の適切な実施 
【現状】 

県，国税庁からの権限移譲により，身近な所轄庁となったことから，

NPO 法人の設立相談・申請・毎事業年度ごとの届出，認定・仮認定申請

を継続して一元的に相談・申請等ができるようになった。 

 

【課題】 

・特定非営利活動促進法の運用方針，監督基準等の制定。 

・認定基準の一つであるパブリックサポートテスト（PST）に条例個別

指定基準があるが，条例により法人を個別に指定するための基準を定

めるかの検討が必要。 

 

●施策●NPO 法改正に伴うホームページ，データベースの整備 

・認証 NPO 法人データベースの活用（Ｈ24.4～） 

 福岡県，北九州市，福岡市の３者で構築 

・内閣府データベースの活用（Ｈ24.10～） 

●施策●公民館，市民センター等公共施設を活用した情報発信 

・月刊誌「ソトコト」や「NO!!」，サブクリップ（交通局）への記事提

供 

・公民館へのメールマガジン配信 

（３）情報開示・発信基盤の整備を行い，NPO が信頼と支援を獲得し

やすい環境づくり 

【現状】 

福岡県内の NPO 法人（所轄庁が福岡県，北九州市，福岡市の法人）の

情報検索は，市ホームページ内に検索システムを公開し最新情報を開示

している。また，市ホームページから，内閣府が管理する全国の NPO 法

人検索システムが利用できる。 

 NPO・ボランティア情報について，市と NPO・ボランティア交流センタ

ー双方のホームページやメールマガジン等，あらゆる機会を捉え発信し

ている。 

 

【課題】 

NPO 法人に関する情報提供の充実が求められてる一方，これまでの一

律的な情報開示だけでは，理解が促進されない。 

提供すべき情報の把握ができていない。 

 

●参考：H25 年度 市民の社会貢献に関する実態調査（内閣府実施） 

・行政に対する要望 

 NPO 法人に関する情報提供の充実 52.1％ 

・寄付の妨げとなる要因 

 寄付を行う先（団体等）の十分な情報がない 42.0％ 

＜参考データ＞資料６－３ 

 

 

【資料５】



市民公益活動の推進に係る施策 基本方針に基づく今後取り組む主要施策の検討 

２．共感と絆が広がり NPO が輝く福岡のまち 

  公共の担い手である NPO が，広く社会で認知，理解，支援されることで，自立的な活動が継続的に展開。 

これまでの主な取組 現状と課題 課題を踏まえた今後の施策の方向性 

●施策●地域や企業，大学等の機関とのコーディネーション事業 

・地域と NPO の連携相談（H24：８件，H25：11 件） 

・あすみん HP に「企業」「地域」向けページを新設 

・企業向けボランティア体験研修（H25：２社） 

・大学生ボランティアミーティング（H25：６回） 

・NPO かばんもち事業（H25：６名） 

 

●施策●小中高生の啓発事業，若者の公益活動への参加拡大 

・あすみんキッズデイ（H24：27 名，H25:６名） 

・中学生職場体験受入（H24：３名，H25：なし） 

・小・中・高校への出前講座（H24：１校 79 名，H25：１校 300 名） 

 

●施策●第２期指定管理者期間終了に伴う，あすみんの今後のあり方検

討 

※詳細は資料３「NPO・ボランティア交流センター移転施設のあり方に

ついて」 

 

●施策●NPO・ボランティア交流センターの移転に伴う施設整備等の検

討 

※詳細は資料３「NPO・ボランティア交流センター移転施設のあり方に

ついて」 

（４）NPO・ボランティア交流センターの機能の強化 
【現状】 

 センターの設置目的である市民公益活動に関する情報・施設の提供，

相談，研修・講座を実施するとともに，各セクターに対し，センターの

利用促進を積極的に PR し，交流の機会を創出した。 

 昨年度の利用者アンケートの結果では，センターへ期待することとし

て，情報・施設の提供に次いで，企業・他団体とのマッチング支援，組

織運営に関する研修・相談があげられている。 

  

【課題】 

現在のセンターの利用登録では各団体の活動段階の把握が出来てい

ないため，利用登録制度を見直す必要がある。 

各団体の活動段階や各セクターのニーズに応じた，戦略的な支援を行

う必要がある。 

 

 

【資料５】



市民公益活動の推進に係る施策 基本方針に基づく今後取り組む主要施策の検討 

３．市民・NPO・行政等が共に働く福岡のまち 

  市民，NPO，行政などが，適切な役割分担と対等なパートナーシップのもとに共働。 

これまでの主な取組 現状と課題 課題を踏まえた今後の施策の方向性 

●施策●共働推進の手引きの策定 

・Ｈ25.4「NPO と行政との共働マニュアル」作成 

 各所属，公民館，小・中学校に配布 

 

●施策●職員研修の充実 

・新規採用職員研修（必修研修） 

「コミュニティ・NPO 等との共働」に関する研修 

（Ｈ24：230 人 Ｈ25：267 人） 

・課長級職員等研修（必修研修） 

共働を理解する課長研修（Ｈ24：114 人 Ｈ25：306 人） 

・一般職員向け 

NPO 入門研修（Ｈ25：18 人） 

・市民・NPO・行政・企業向け 

共働カフェ（Ｈ24：81 人 Ｈ25：116 人） 

・７区自治協議会会長会にて NPO・ボランティア交流センターの事業を

紹介 

・公民館職員研修会を開催し，NPO や NPO・ボランティア交流センターの

事業を紹介 

（Ｈ24：南区 24 人 

Ｈ25：東区 22 人・中央区 23 人・城南区 22 人） 

（１）共働への理解の促進 
【現状】 

 「NPO と行政との共働マニュアル」を作成，配布するとともに，職員

向け研修を定期的に開催し，共働理解の促進に努めている。 

 

【課題】 

 共働するにあたっての前提としての，相互理解，特に「NPO」について

の基礎知識が行政，地域ともに不足している。 

 

●施策●課題の掘り起しを行う仕組みの構築 

・共働カフェの実施 

・共働事業提案制度に応募を検討している NPO へのサポートセミナ  

 ーの開催 

●施策●市単独で実施している既存事業の共働化への再構築 

・市単独で実施している事業の見直し 

●施策●企業,大学,地域など最適な主体との共働を進める仕組みの構築 

・応募対象を従来の NPO 法人と任意団体に加え，公益社団法人・公益財

団法人，一般社団法人・一般財団法人まで拡大。これらの団体と企業・

大学・地域との合同提案も可能とする。（H24 年度～）（H24：１件，H25：

１件） 

（２）新たな共働事業提案制度の実施 
【現状】 

H24 年度より新たな共働事業提案制度を実施しているが，市の既存事

業への課題提示による共働事業は１件にとどまり，自由提案が大勢を占

めている。最適な主体との合同提案については，H24・25 年度に各１件

提案がなされた。 

共働事業として採択・実施された事業について，その後，どのように

展開されているかの実態把握と事業検証のため，今年度，これまでの共

働事業実施団体・行政担当者へのインタビューを行うフォローアップ調

査を予定しており，調査結果の分析，制度全体の見直しを行うこととし

ている。 

 

【課題】 

・市の既存事業への課題提示による共働事業が少ない。 

・合同提案に結び付けるための支援について検討の必要がある。 

 

 

 

【資料５】



  【資料６－１】 

行政に対する要望 

 

 

1.3%

2.3%

7%

12.9%

14.9%

20.5%

20.6%

20.8%

21.4%

48.1%

69.3%

0% 20% 40% 60% 80%

その他

無回答

わからない

行政職員に対する意識向上に向けた施策

ＮＰＯと自治会等との橋渡し

ＮＰＯに対する活動資金の助成

ＮＰＯを評価する仕組みの構築

ＮＰＯと行政が共働して事業を行う取り組み

学校における市民公益活動に関する教育

ボランティア活動などをしたい市民や企業とＮＰＯ等との

橋渡し

ＮＰＯなど市民公益活動団体に関する情報提供

行政が行う市民公益活動推進施策に必要なもの

H22 市政アンケート 

H25 特定非営利活動法人に関する実態調査（内閣府）



③「ＮＰＯやボランティアの市民公益活動」について（Ｎ＝５５７）

ＮＰＯやボランティアが行っている市民
公益活動の必要性について

必要
である
44.9%どちらか

といえば
必要で
ある
41.1%

どちらかと
いえば必
要でない

1.6%

必要で
ない
0.9%

無回答
1.1%

わからない
10.4%

過去５年間に、ＮＰＯやボランティアの
市民公益活動に参加した経験

わから
ない
4.7%

無回答
0.4%

ある
12.9%

ない
82.0%

今後、市民公益活動に気軽に参加できるようになるために必要な施策

53.0%

29.4%

27.6%

23.5%

22.4%

16.0%

11.8%

9.3%

2.0%

1.3%

58.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

気軽に活動を体験できる仕組み

ボランティアやＮＰＯに
関する情報の充実

信頼できるボランティアやＮＰＯ
活動を判断できる仕組み

ボランティアやＮＰＯの人と気軽に
交流できる場所や機会の提供

参加したい人と、人材を求める
団体を結びつける仕組み

気軽に相談できる窓口の充実

職場や学校で活動の実績や
経験が評価される仕組み

ボランティア休暇や
保険の制度の充実

活動に参加することで特典が
受けられるような仕組み

その他

無回答

福岡市を住みよいまちにするためにはＮＰＯや
ボランティアが行っている市民公益活動が必要
である（必要である44.9％、どちらかといえば必
要である41.1％）との回答が86.0％となっており、
市民の理解が広まっていることが分かります。

市民公益活動の必要性は浸透してきています
が、実際に活動に参加したことのある割合は
12.9％にとどまっています。

市民公益活動に参加するきっかけを作る施策として「気軽に活動を体験できる仕組み（58.5％）」
や「ボランティアやＮＰＯに関する情報の充実（53.0％）」などを挙げる割合が多くなっています。
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  【資料６－３】 

市民公益活動団体の情報について 

 

 

1.1% 

1.6% 

4.8% 

9.9% 

11.5% 

23% 

49.7% 

64.6% 

70% 

0% 20% 40% 60% 80%

その他 

無回答 

福岡市ＮＰＯ・ボランティア交流センター「あすみん」 

家族や知人・友人 

ボランティア・ＮＰＯのホームページ、メールマガジンな

ど 

職場や地域・学校など 

公共施設のチラシや情報誌、ポスター 

新聞・テレビなどのマスコミ 

市政だよりやホームページなどの市の広報媒体 

NPO・ボランティアの情報をどこから得たいか 

十分である 
0% 

どちらかと

いえば十分

である 
4% 

どちらかと

いえば不十

分である 
43% 不十分であ

る 
37% 

わからない 
16% 

NPO・ボランティア団体の情報が 
十分に伝わっているか 

団体の概要

（設立趣旨

や目的、体

制、役員、

連絡先な

ど） 
19% 

活動内容や

イベントの

情報 
70% 

団体の財政

状況 
5% 

ボランティア・

寄付の募集 
4% 

その他 
1% 

無回答 
1% 

NPO・ボランティア団体を 
理解するために必要な情報 

H22 市政アンケート 



市
民

局
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推

進
部

市
民

公
益

活
動

推
進

課

事
業

名
：
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
支

援

事
業

概
要

外
部

点
検

結
果

（
外

部
点

検
者

の
意

見
）

【
対
象
】

　
市
民
，
企
業

等

【
目
的
】

　
市
民
や
企

業
の
社
会
貢
献
意

欲
を
高

め
，
福

岡
市

Ｎ
Ｐ
Ｏ
活

動
支

援
基
金
へ
の
寄
付
を
は

じ
め
と
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
へ
の
支
援
を
増

加
さ
せ

る
。

【
事
業
内
容
】

　
財
政
基
盤

が
弱
い
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

を
支

援
す
る
た
め
，
市

が
一

千
万

円
を
拠
出
し
て
創
設
し
た

基
金
（
あ
す
み

ん
夢
フ
ァ
ン
ド
）
に
，
市

民
や

事
業

者
，
団

体
か

ら
Ｎ
Ｐ
Ｏ
を
支
援
す
る
た
め
に

寄
せ
ら
れ
た
寄
付
金
を
受
け
入

れ
，
こ
の

寄
付

を
原

資
と
し
て
，
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
へ
補
助
金
と
し

て
支
出
す
る
。

　
福
岡
市
の
市
民
公
益
活
動
を
支
え
る
基
盤

の
ひ
と
つ
と
し
て
大

切
な
存

在
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
，
そ
の
足
元
を
固
め
て
い
く
た
め
に
は

，
こ
の

基
金

を
活

か
し
て
市

民
が

ど
の

よ
う
に
動

い
て
い
く
の

か
を

わ
か
り
や
す
く
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
よ
う
に
伝
え
て
い
く
こ
と
が

ポ
イ
ン
ト
に
な
り
そ
う
だ
。
結

果
的

に
は

寄
付

を
通

じ
て
寄

付
参

加
者
と
そ
れ
に
対
す
る
理
解
者
を
増
や
し
て
く
こ
と
が

肝
要

で
あ
る
。

　
そ
の
際
に
は
効
果
的
な
広
報
の
ル
ー
ト
開

拓
と
イ
メ
ー
ジ
の

届
け
方

の
工

夫
は

必
要

で
，
寄

付
を
す
る
こ
と
で
具

体
的

に
何
が
起
こ
る
の
か
を
し
っ
か
り
と
伝
え
て
い
く
こ
と
が

大
切

だ
。
例

え
ば

，
こ
の

基
金

が
対

象
と
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の

活
動

が
誰

に
対
し
て
何
を
や
っ
て
い
る
の
か
を
わ
か
り
や

す
く
押

し
出

す
こ
と
で
，
基

金
へ

の
関

わ
り
を
通

じ
て
自

分
が

市
民

公
益

活
動
に
貢
献
し
て
い
く
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
，
「
自

分
た
ち
の

こ
と
」
に
し
て
い
く
よ
う
な
伝

え
方

は
大

切
だ
。

　
そ
の
成
果
の
測
り
方
と
し
て
は
，
ど
こ
か
ら
い
た
だ
い
た
の

か
(寄

付
者

数
，
特

に
新

規
の

数
)，
広

報
に
対

す
る
マ
ス
コ
ミ

等
の
反
応
(掲

載
数
)，
寄
付
先
の
活
動
の
質

(継
続

数
や

表
彰

な
ど
)，
他

か
ら
の

反
応

(基
金

へ
の

期
待

度
)と

い
っ
た
も

の
を
通
じ
て
お
金
が
市
民
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
影

響
を
及

ぼ
し
て
い
っ
た
の

か
を
意

識
し
て
み

て
は

ど
う
か

。
　
ま
た
，
企
業
に
対
し
て
は
税
理
士
会
の
よ
う
な
立

場
か

ら
基

金
の

紹
介

を
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の

存
在

を
知

る
き
っ

か
け
を
掴
む
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
特
定
テ
ー
マ
に
よ
る
呼

び
か

け
で
寄

付
金

の
動

き
を
わ

か
り
や

す
く
す
る
こ
と
も
工

夫
し
て
み
て
ほ
し
い
。
ま
た
，
寄
付
を
す
る
人
の

特
性

を
初

心
者

と
経

験
者

に
分

け
て
分

析
し
，
そ
の

間
を
つ
な
ぐ
よ
う
に
す

る
こ
と
で
寄
付
者
の
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
を
狙
う
こ
と
も
考

え
て
み

て
ほ

し
い
。
加

え
て
事

業
名

称
は

「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
」
に
特

化
し
て
も

よ
い
か
と
感
じ
て
い
る
。

結
果

を
踏

ま
え
た
対

応
策

（
方

向
性

）

　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
支
援
基
金
に
つ
き
ま
し
て
は
「
市

民
公

益
活

動
の

推
進

に
係

る
施

策
基

本
方

針
」
に
お
い
て
，
寄

付
文

化
の

醸
成
と
社
会
全
体
で
市
民
公
益
活
動
を
支

え
て
い
く
機

運
を
高

め
，
市

民
が

社
会

貢
献

へ
参

画
す
る
機

会
を
拡

充
す
る

た
め
，
多
様
な
寄
付
手
段
の
仕
組
み
を
構
築

し
基

金
の

充
実

を
図

る
と
と
も
に
，
広

報
の

強
化

に
よ
り
寄

付
の

使
途

や
成

果
を
広

く
明

ら
か

に
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
基
金
を
使
っ
た
「
福
岡
市
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動

推
進

補
助

金
」
は

，
そ
の

原
資

に
市

の
一

般
財

源
を
使

わ
な
い
，
市

民
が

Ｎ
Ｐ
Ｏ
を
支
え
る
仕
組
み
そ
の
も
の
で
あ
り
，
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
市

民
・
企

業
を
繋

ぐ
重

要
な
役

割
が

あ
る
と
考

え
て
お
り
ま
す
の

で
，

今
後
と
も
，
こ
の
制
度
に
つ
い
て
は
，
幅
広
く
，
よ
り
多

く
の

市
民

や
企

業
な
ど
の

理
解

を
得

る
た
め
，
事

務
事

業
外

部
点

検
委
員
か
ら
の
ご
意
見
に
あ
る
よ
う
に
様
々

な
観

点
か

ら
，
Ｐ
Ｒ
を
強

化
し
て
い
く
必

要
が

あ
る
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

　
具
体
的
に
は
，
基
金
事
業
そ
の
も
の
を
Ｐ
Ｒ
す
る
取

り
組

み
と
し
て
，
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や

市
政

だ
よ
り
，
メ
ー
ル

マ
ガ
ジ
ン

に
よ
る
広
報
，
Ｎ
Ｐ
Ｏ
イ
ベ
ン
ト
会
場
で
の
Ｐ
Ｒ
，
ふ

る
さ
と
納

税
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
へ

の
相

乗
り
な
ど
を
行

う
ほ

か
，
税

理
士

会
や
経
営
者
団
体
な
ど
の
協
力
を
得
な
が
ら
企

業
へ

の
働

き
か

け
を
行

っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　
ま
た
，
市
民
か
ら
の
寄
付
が
公
益
活
動
に
貢

献
し
て
い
る
こ
と
を
実

感
し
て
も
ら
う
取

り
組

み
と
し
て
，
助

成
を
受

け
た
Ｎ

Ｐ
Ｏ
団
体
と
の
共
働
に
よ
る
成
果
説
明
会
の

開
催

，
助

成
団

体
自

身
に
よ
る
マ
ス
コ
ミ
へ

の
働

き
か

け
の

支
援

な
ど
，
基

金
と
市
民
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
よ
り
わ
か

り
や

す
く
伝

え
る
工

夫
に
も
努

め
て
ま
い
り
ま
す
。

　
上
記
，
Ｐ
Ｒ
事
業
を
通
じ
，
ま
た
，
福
岡
市
市

民
公

益
活

動
推

進
審

議
会

の
意

見
等

も
伺

い
な
が

ら
，
「
新

規
寄

付
者

数
の
増
加
」
と
，
「
寄
付
者
の
リ
ピ
ー
タ
ー
化
」
と
い
う
目

標
に
向

け
取

り
組

ん
で
ま
い
り
ま
す
。

【資料６－４】H25.事務事業外部点検結果
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その他 

無回答 

わからない 

積極的に寄付金の募集活動を行っている 

家族や知人・友人が活動を行っている 

団体の組織体制が整っている 

団体に対する社会の評価が高い 

積極的に情報公開を行っている 

団体の活動内容に賛同できる 

寄付金の使途が明確 

寄付する場合に重視する点 

市民公益活動に対する寄付の状況について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ある 
24% 

ない 
67% 

わからない 
8% 

無回答 
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直近１年間のNPO・ボランティア， 
公益活動基金への寄付経験 

H22 市政アンケート 
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寄付者への記念品など特典を充実する 

ＮＰＯ法人の日常の事務所費や人件費も助成対象とす
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インターネットなどで簡単に寄付できる仕組みを整備する 

活動や組織が充実しているＮＰＯ法人が増加する 

寄付者の税制上の優遇措置を拡充させる 

寄付金がどう使われたのかを寄付者へ報告する 

寄付金の使途や助成先などが示され、選びやすくする 

ファンドを積極的にＰＲし、市民の認知度を向上させる 

あすみん夢ファンドへの寄付が増えるための条件 

H22 市政アンケート 




	0501_shiryo
	01-1
	02
	03
	04
	05
	06
	04-1.新「あすみん」を語る会議事概要
	04-2.新「あすみん」を語る会議事概要

	07
	05-1.主要施策の検討（案）
	05-2.主要施策の検討（案）
	05-3.主要施策の検討（案）
	05-4.主要施策の検討（案）

	08
	01.行政に対する要望
	02.NPO・ボランティア活動について
	平成２２年度市政アンケート調査概要1.pdf
	市政アンケート・実施概要＆目次xls
	平成２２年度市政アンケート調査概要3
	01-1第１回①「食育」（地域保健課）
	01-2第1回②「食」の安全・安心について
	01-3第１回③「道路整備」（変更・当初）について
	01-4第１回④「ふくおか市生活ガイド」について(
	02-1第２回①「成人の日記念行事」について
	02-2第2回②「大学のまちづくり」について
	02-3第２回総務企画局情報化推進課グラフ（20101220）【1220差替】
	03-1第３回環境局温暖化対策課（藤修正）
	03-2第３回②「福岡市の行政改革の取組み」について
	03-3第3回_単純集計表（河川計画課報告用）
	04-1.2アイランドシティ整備事業・議会事務局
	04-3第４回③「ＮＰＯやボランティアの市民公益活動」について
	05-1第5回教育委員会
	05-2第５回農林水産局グラフ_(1)
	05-3第５回調査結果(広聴課）
	06-1.2第６回市民局コミュニティ推進課・水道局グラフ20110128
	06-3第6回消防局予防課グラフ（23.1.17）
	06-4交通局回答案01クロス(集計表)

	04.市民公益活動団体の情報について
	05.市民公益活動に対する寄付の状況について
	
	01事務事業外部点検回答（総務企画局）
	総務企画局

	02事務事業外部点検回答（市民局）
	市民局

	03事務事業外部点検回答（こども未来局）修正後
	こども未来局

	04事務事業外部点検回答(保健福祉局)
	保健福祉局

	05事務事業外部点検回答（環境局）
	環境局

	06事務事業外部点検回答（経済観光文化局）
	経済観光文化局

	07事務事業外部点検回答（農林水産局）修正後
	農林水産局

	08事務事業外部点検回答(住宅都市局)
	住宅都市局 (修正済)

	09事務事業外部点検回答（道路下水道局）
	道路下水道局

	10事務事業外部点検回答（港湾局）
	港湾局

	11事務事業外部点検回答（教育委員会）
	教育委員会





		【資料６－１】

行政に対する要望

H22市政アンケート



[bookmark: _GoBack][image: ]H25特定非営利活動法人に関する実態調査（内閣府）



行政が行う市民公益活動推進施策に必要なもの

その他	無回答	わからない	行政職員に対する意識向上に向けた施策	ＮＰＯと自治会等との橋渡し	ＮＰＯに対する活動資金の助成	ＮＰＯを評価する仕組みの構築	ＮＰＯと行政が共働して事業を行う取り組み	学校における市民公益活動に関する教育	ボランティア活動などをしたい市民や企業とＮＰＯ等との橋渡し	ＮＰＯなど市民公益活動団体に関する情報提供	1.3	2.2999999999999998	7	12.9	14.9	20.5	20.6	20.8	21.4	48.1	69.3	





image1.png




■新あすみんを語る会（第１回・第２回）

　１.開催日時　平成２５年１１月２０日（水）　１９：００～２１：００

　　　　　　　 平成２６年　１月２３日（木）　１９：００～２１：００

２.場　　所　NPO・ボランティア交流センター

３.テ ー マ　第１回：現状分析と改善の方向性

第２回：新あすみんを描く

４.出 席 者　NPO関係者６名，市側４名

　　　　　　（NPO関係者分野：子ども健全育成，保健・医療・福祉，社会教育，防災，自治組織）

　

○ミッション

・NPOは，まち医者

　あすみんは，総合病院（往診：現場支援，予防：将来を見据えた支援）

・中間支援：分野で集まれる“きっかけ”，“場”をつくる。

　市民力のすそ野を広げるために，中間支援組織のネットワーク化を支援する。

・交流により，気遣いが生まれる。“気づき”のある施設

・団体の横の連携，団体の成長が生まれるコーディネートが求められる。

　コーディネート：同じ分野の横の連携が生まれる。



○設備の提供

（セミナールーム）

・大きなイベントの時は，早めにおさえたい。

・○○週間等のテーマに沿った事業は，優先するなどの仕組みができないか。

・有効利用をするため，優先順位の決め方も必要。

・これからは，受益者負担も必要な時代になるのではないか。

（フリースペース）

・人があふれてごった返し，時に混乱することもある。

・定期的な集まりに制約がある。10人くらいのミーティングができる場所が欲しい。

・個室よりも間仕切り程度でいいので数が欲しい。隣を気づかうことで交流も生まれるのではないか。

（その他）

・活動の拠点として便利

・大型荷物の一時保管場所を確保してほしい。

・搬入搬出の車寄せが必要。

・作業スペースは，広い方が良い。作業台は使いやすい高さで。



○利用登録（ターゲット）

・あすみんの利用形態：団体事情で利用の仕方・ニーズが違う。

・施設の目的に沿った利用であれば，個人・団体は問わなくて良いのではないか。

・個人は，あすみんで情報をもらうための登録

・個人は，NPO・ボランティアの種であり，サークル的な活動からはじまることもある。個人ということで，制限をしなくても良いのではないか。

・個人でも団体でも活動実績を報告をする。義務化し，幽霊会員，目的外の利用を制限する。

・個人登録のパソコン利用は，ネットカフェ化していないか。何に使っているか？

・団体登録を前提とした，仮登録としての個人登録システムが必要ではないか。

・登録制度は，来館を制限するものではない。



○情報

（発信・共有）

・発信力強化の支援の環境整備：10年前とネットの環境は，変わっている。

　→ホームページビルダー等のソフトの充実→教えてくれるNPOはいるがパソコンが少ない。

・情報発信ツールの充実

・情報共有のメッセージボード：ポスター印刷が安くできるところ，困った時の相談などの口コミ情報の共有

（団体情報）

[bookmark: _GoBack]・管理上必要な事項の他に，同じ活動をしようとしている人や団体とつながるきっかけのために，団体の考えていること，やろうとしていること，悩みなどが，自由に書けるようにしたら良いのでは。新聞のように興味のあるところが読みやすいように。

・メルマガにも団体情報を反映してはどうか。

・自分たちが困ったことを次に伝えたい。また，先輩団体の情報も知りたい。

・掲示板に，困ったこと，お助け情報をのせる。ベストアンサーのようなもの。

・交流するため，タグ付けして検索しやすくする。

・データベース化とICカード電子化は電磁波過敏の方への配慮が必要。






■新あすみんを語る会（第３回）

　１.開催日時　平成２６年６月２７日（金）　１８：００～２１：００

２.場　　所　NPO・ボランティア交流センター

３.テ ー マ　新あすみんを描く～市民公益活動の今までとこれから～

４.出 席 者　NPO（主に中間支援組織）関係者６名，市側４名





○ミッション

・NPO・ボランティアへの正しい理解が広がっていくような機能を。

・ぼんやりしたものが熱をもって気づきの場となってほしい。思いや情熱をカタチにする最初の一歩。

・活動に取り組む人の温度と意欲を高めていくような，ただのハコだけではない場を作ってほしい。

・活動のスムーズなスタート支援が重要。

・あすみんの目的を明確に。何をやるか，やらないか。

・NPOセンターへの切替。「ボランティアをしましょう」はもう違う。

・NPO同士がつながると強くなる。そのつながる場をつくる。ネットワーキング。

　あすみんにくれば自分たちの活動がどこに位置しているのかがわかるように。

・ターゲットを設定しないと，何でも押し並べては無理。

　センターとして力を入れているところを見せていく。見せることで来る人の意識もついてくる。

・あすみんは活動の入り口。

・あすみんの外側にも，あすみんの機能を持たせていく。

・色々なところと連携して市全体にあすみんがある。

・NPOがやっている部分をあすみんはやらなくていい。

　あすみんにしかできないことを探して，集中してやってもらう。

　場の提供という点だけでも，あすみんにしかできないこと。

・高齢者と大学生のサークル施設とワーキングスペースの場となる恐れがある。

・児童館と壁が薄くなるのは心配。高校生の自習室になる恐れがある。

・あすみんと児童館が一緒になることで，人の関わりが広がる。双方の良さを生かした交流。

・まずはボランティア・NPOセンター基本計画の検証をするとよいのではないか。



○実施事業

・プロボノなどの事業では，センター職員に専門的なスキルが求められる。

・まんべんなく事業をやることから卒業する時期では。あすみんが全て担うことは難しい。

・対象を絞って打ち出す力が必要では。

・NPOの活動段階ごとで支援メニューが違う。全てをあすみんで行うのは難しい。

・あすみんが現在行っている事業の成果を判断するのも専門的なスキルが必要。

・NPOの代表者や理事の，経営者としてのスキルアップに取り組んではどうか。

・ボランティアについては，相談があれば支援するというスタンス。

・インターンやプロボノを受入れるNPO側が強くならなければ，先に進まない。

・NPOの基盤強化を望む。



○設備の提供

・会議室を有料化すると，指定管理者に対して，有料としてのハードウェアの提供が求められる。

・有料とする場合は，12年無料でやってきたことからの変更についての説明が必要。

・利用の回数制限は活動に影響がでない程度にあった方がよい。

・あすみんを利用して事業をすることを制限した方がよいのではないか。

・有料化すると，お金を払っているのだからと，お客様化してしまう恐れがある。

・閉館時間を早めると，セミナールームの使い勝手が悪くなる。

・社会人の集まりだと，19時や20時集合はよくある。



[bookmark: _GoBack]○利用登録（ターゲット）

・登録制度を通して，あすみんの方向性はこうだと示すことができる。

・誰をサポートするのか，優先順位は必要。誰をサポートするかで広がり方が違う。

・個人で何かしたい人の排除ではない，例外をひろえるような整備が必要である。

・団体といってもNPOや社団法人など様々なかたちがある。

共益・公益の違い，公益性が高いかどうかの判断基準が難しい。

・公益とは何かを整備する必要がある。NPO法に準じた整理は必要。

・あすみんを本当に使うべき人が共益的な団体が使っていて使えない状態は，センターの目的が達成できていない状態といえる。

・登録についての説明会を開催し，参加を必須条件としてはどうか。



○情報

・ネット社会で情報が溢れている中，あすみんが出す情報を見えるカタチにする。

・あすみんはいつもそこにあるという強みがある。情報のストック。

・情報提供エリアで提供する情報を工夫する必要がある。

・団体ファイルを今の状態で常設する必要はない。職員でフォローできる。

・団体ファイルについては，導入当初，紙媒体でないと読まないという意見があった。

・会議室を有料化するなら，空間を無駄にしない設計が必要。

　一方，紙媒体であることの良さはある。

・見せ方は検討するとして，あのような情報はまとめておくべき。活動の入り口の人には有益である。



○相談

・設立支援と運営支援があるが，設立相談を受けるのはかなりの時間とスキルが必要となる。

・センターと所轄庁の場所が違うことでセンターの目的・役割を明確にできる。

　ワンストップではない良さを伝えていくべき。

　いっしょだとセンター職員のスキルは上がるが負担もかかる。

・場所が違うことでセンターでは，NPOならではの相談を受けることができるが，一定のスキルは必要。

・相談から会議室で開催する講座につなげるという方法もある。

　相談→育成→支援という流れ。


		【資料６－３】

市民公益活動団体の情報について

H22市政アンケート
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NPO・ボランティア団体の情報が

十分に伝わっているか













十分である	どちらかといえば十分である	どちらかといえば不十分である	不十分である	わからない	0.2	4.3	42.5	36.799999999999997	16	NPO・ボランティアの情報をどこから得たいか

その他	無回答	福岡市ＮＰＯ・ボランティア交流センター「あすみん」	家族や知人・友人	ボランティア・ＮＰＯのホームページ、メールマガジンなど	職場や地域・学校など	公共施設のチラシや情報誌、ポスター	新聞・テレビなどのマスコミ	市政だよりやホームページなどの市の広報媒体	1.1000000000000001	1.6	4.8	9.9	11.5	23	49.7	64.599999999999994	70	





NPO・ボランティア団体を

理解するために必要な情報





団体の財政状況
5%

ボランティア・寄付の募集
4%





団体の概要（設立趣旨や目的、体制、役員、連絡先など）	活動内容やイベントの情報	年間収支など団体の財政状況	市民ボランティアや寄付の募集情報	その他	無回答	18.7	70.2	5.4	3.6	0.7	1.4	
市民公益活動の推進に係る施策　基本方針に基づく今後取り組む主要施策の検討

１．誰もが居場所と出番のある福岡のまち

　　市民が，公益活動への理解を深め，自らが公益活動の担い手であるとの認識の下に，自主的・自発的に公益活動に参画。

		これまでの主な取組

		現状と課題

		課題を踏まえた今後の施策の方向性



		（１）ライフサイクルを通じた公益力の育成

・若年期における正しい理解を深めるため，小・中・高等学校を対象として公益活動体験機会の創出に努めるとともに社会人の社会貢献を行う仕組みとして，福岡版のプロボノ事業の可能性調査を実施・検討を行った。

・様々な層へのアプローチとして，ボランティア・インターンシップ事業を実施するなど，活動に参加しやすい環境づくりに努めた。

		【現状】

　市民公益活動推進課での取り組みとしては指定管理事業として実施。

　教育委員会をはじめとする各部局で取り組みを実施。



【課題】

市役所内部の取り組みについて，基本方針の方向性に基づく実施・進行管理ができていない。



※今年度，市政アンケート（「NPOやボランティアの市民公益活動」について）を実施。結果について，次回審議会にて報告し，現状・課題の分析を行うこととする。



＜参考データ＞資料６－１，２，３
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				①若年期におけるNPO・ボランティアへの体験活動の機会の創出





●施策●小・中・高等学校を対象としたNPO・ボランティアの体験活動を実施

・総合的な学習の時間や児童会・生徒会，部活動でのボランティア活動の実施

・小学３年生を対象に自治会活動PRパンフレットを配布

・小学生による公民館訪問

・中学生以上を対象に職場体験学習や出前講座を活用したNPO活動の体験



		【現状】

　小・中・高等学校では，学習の中であらゆる機会を捉え，ボランティアに関する知識を深め，体験活動に取り組んだ。

　公益活動をより身近に体験するため，市民局では小学３年生を対象に自治会活動PRパンフレットを配布する予定としている。また，小学校では，公民館への訪問に取り組んだ。



【課題】

・総合的な学習の時間で取り組む内容については，学校の裁量に任せており，NPO・ボランティア体験活動に特化した実施を全市一律に実施することは困難である。

		



				②仕事を通じて身につけた専門的知識・技術・経験を活かして社会貢献する仕組みの構築





●施策●NPO人材マッチング事業（福岡版プロボノ事業）の可能性調査・検討

・福岡，佐賀，長崎，鹿児島県におけるプロボノ先進事例調査

・福岡県中小企業家同友会の協力のもと，市内企業1,070社に社会貢献に関するアンケートを実施し，企業におけるプロボノ事業への協力の可能性について調査。

（回答221社，うち人材派遣可能76社）

・NPO人材マッチング・パイロット事業として４件試行

		【現状】

　平成24年度に先進事例調査，社会貢献に関するアンケート調査を実施し，平成25年度にNPO人材マッチング・パイロット事業として４件試行した。



【課題】

・NPO団体，市民双方ともプロボノへの理解が進んでいない。

・有能な支援人材，プロジェクトマネージャーの確保が難しい。

・グループ作業によるプロボノプロジェクトは，ミーティングに多くの時間を要し，メンバーの負担になっている。

・プロボノに限らず，企業のCSR促進に向けた取り組みが不足している。



		





市民公益活動の推進に係る施策　基本方針に基づく今後取り組む主要施策の検討

１．誰もが居場所と出番のある福岡のまち

　　市民が，公益活動への理解を深め，自らが公益活動の担い手であるとの認識の下に，自主的・自発的に公益活動に参画。

		これまでの主な取組

		現状と課題

		課題を踏まえた今後の施策の方向性



				③ボランティア・インターンシップ事業の継続実施





●施策●募集対象メニューに地域活動や共働事業などを追加

※NPO・ボランティア交流センター指定管理者事業として実施

・「ボランティア体験プログラム」実施

・ＰＲブックレット「ハジメのイッポ」を作成

・募集対象に学生や企業社員を追加

【体験プログラム・参加者数】

Ｈ24年度：34プログラム，243名

Ｈ25年度：30プログラム，144名

		【現状】

　主にボランティアの初心者を対象にNPOや公民館が実施する活動でボランティア体験ができるプログラムを実施した。



【課題】

・体験後の満足度（継続性）を把握できていない。

・幅広い分野でプログラムを準備しているが，より効果的に実施するため，対象（若年層，企業人，退職後の世代等）を絞って提供するべきではないか。

		








市民公益活動の推進に係る施策　基本方針に基づく今後取り組む主要施策の検討

２．共感と絆が広がりNPOが輝く福岡のまち

　　公共の担い手であるNPOが，広く社会で認知，理解，支援されることで，自立的な活動が継続的に展開。

		これまでの主な取組

		現状と課題

		課題を踏まえた今後の施策の方向性



				（１）NPO活動支援基金の活性化





●施策●ネット寄付やクレジットカード決済等の仕組みを導入

・Ｈ24.6：クレジットカード決済による寄付開始

・Ｈ25.8：コンビニエンスストアでの寄付収納開始

（政令市初）

・Ｈ25.8：寄付者へ進呈する記念品を県産品（恵比須かき等）へリニューアル

●施策●NPO支援基金，助成事業に関する広報の強化

・市内全NPO法人に対し，基金を活用した寄付獲得活動についてDM送付

・九州北部税理士会の協力を得て，福岡・佐賀・長崎３県の会員（税理士）にＤＭ送付

●施策●社会貢献意識の高い企業との連携強化

・寄付付自動販売機の設置（11社）

・イオンとの包括提携協定に基づき「FUKUOKA OMOIYARI KIDS WAON」による売り上げの一部を寄付（Ｈ23.12～）

●施策●NPOが利用しやすい補助制度の検討

・補助率：事業費の80％以内

・補助回数：通算３回以内（Ｈ24.4～）



[image: ]　＜寄付受入額と補助実施額＞





















※平成19年度の受入額は，（財）民間都市開発推進機構の拠出金500万円含む



		【現状】

クレジットカード決済による寄付やコンビニエンスストアでの寄付収納の開始，記念品の見直しにより，寄付しやすい環境づくりに努め，寄付額・寄付者数ともに増加傾向にある。

しかし，個人寄付者が翌年度も寄付（リピーター化）した件数はH23年度以降，２件程度である。また，企業との連携については，H23年度以降横ばいとなっており，冠ファンド（200万円以上の寄付）の実績もない。

Ｈ25年度に実施された事務事業外部点検の際，効果的な広報ルートの開拓とイメージの届け方の工夫が必要という意見をいただいた。効果的な広報ルートとして，税理士会を通じて基金の活用依頼を実施した。（※資料６－４　H25.事務事業外部点検結果）

また，NPOの自立を支援する視点からＨ24.４より補助金助成回数の制限を設けた。



●参考：H22年度市政アンケート

・基金を知っている４％，知らない94％

・基金への寄付が増えるための条件

　基金をPRし，市民認知度を向上させる　　76.1％

　寄付金の使途や助成先が示され選びやすい 72％

　寄付金がどう使われたかを寄付者へ報告する49.4％



【課題】

　基金の市民認知度が低い。

多様な寄付手段や記念品の見直しにより一定の効果があったものの，寄付者のリピーター化にはつながっていない。

また，企業との連携について新規開拓が行えていない。











＜参考データ＞資料６－４







		





市民公益活動の推進に係る施策　基本方針に基づく今後取り組む主要施策の検討

２．共感と絆が広がりNPOが輝く福岡のまち

　　公共の担い手であるNPOが，広く社会で認知，理解，支援されることで，自立的な活動が継続的に展開。

		これまでの主な取組

		現状と課題

		課題を踏まえた今後の施策の方向性



				（２）NPO法人の認証・認定業務の適切な実施





●施策●改正NPO法に基づく認証・認定業務実施体制の整備及び円滑な施行

・認証・認定，相談，受付　※資料●参照

・NPO法人へのサポート

　・設立説明会：毎月第２，４火曜日

　・認定説明会：毎月第３水曜日

　・税理士による相談：毎週１回

　・研修会・説明会の開催

　・活動計算書・会計に関する説明会（各年３回実施）

●施策●条例による個別指定などの必要性や基準について検討

・神奈川県川崎市調査（H24年度制定）

・福岡県・北九州市との定期会議にて情報交換



		【現状】

県，国税庁からの権限移譲により，身近な所轄庁となったことから，NPO法人の設立相談・申請・毎事業年度ごとの届出，認定・仮認定申請を継続して一元的に相談・申請等ができるようになった。



【課題】

・特定非営利活動促進法の運用方針，監督基準等の制定。

・認定基準の一つであるパブリックサポートテスト（PST）に条例個別指定基準があるが，条例により法人を個別に指定するための基準を定めるかの検討が必要。

		



				（３）情報開示・発信基盤の整備を行い，NPOが信頼と支援を獲得しやすい環境づくり





●施策●NPO法改正に伴うホームページ，データベースの整備

・認証NPO法人データベースの活用（Ｈ24.4～）

　福岡県，北九州市，福岡市の３者で構築

・内閣府データベースの活用（Ｈ24.10～）

●施策●公民館，市民センター等公共施設を活用した情報発信

・月刊誌「ソトコト」や「NO!!」，サブクリップ（交通局）への記事提供

・公民館へのメールマガジン配信

		【現状】

福岡県内のNPO法人（所轄庁が福岡県，北九州市，福岡市の法人）の情報検索は，市ホームページ内に検索システムを公開し最新情報を開示している。また，市ホームページから，内閣府が管理する全国のNPO法人検索システムが利用できる。

　NPO・ボランティア情報について，市とNPO・ボランティア交流センター双方のホームページやメールマガジン等，あらゆる機会を捉え発信している。



【課題】

NPO法人に関する情報提供の充実が求められてる一方，これまでの一律的な情報開示だけでは，理解が促進されない。

提供すべき情報の把握ができていない。



●参考：H25年度　市民の社会貢献に関する実態調査（内閣府実施）

・行政に対する要望

　NPO法人に関する情報提供の充実　52.1％

・寄付の妨げとなる要因

　寄付を行う先（団体等）の十分な情報がない　42.0％

＜参考データ＞資料６－３
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市民公益活動の推進に係る施策　基本方針に基づく今後取り組む主要施策の検討

２．共感と絆が広がりNPOが輝く福岡のまち

　　公共の担い手であるNPOが，広く社会で認知，理解，支援されることで，自立的な活動が継続的に展開。

		これまでの主な取組

		現状と課題

		課題を踏まえた今後の施策の方向性



				（４）NPO・ボランティア交流センターの機能の強化





●施策●地域や企業，大学等の機関とのコーディネーション事業

・地域とNPOの連携相談（H24：８件，H25：11件）

・あすみんHPに「企業」「地域」向けページを新設

・企業向けボランティア体験研修（H25：２社）

・大学生ボランティアミーティング（H25：６回）

・NPOかばんもち事業（H25：６名）



●施策●小中高生の啓発事業，若者の公益活動への参加拡大

・あすみんキッズデイ（H24：27名，H25:６名）

・中学生職場体験受入（H24：３名，H25：なし）

・小・中・高校への出前講座（H24：１校79名，H25：１校300名）



●施策●第２期指定管理者期間終了に伴う，あすみんの今後のあり方検討

※詳細は資料３「NPO・ボランティア交流センター移転施設のあり方について」



●施策●NPO・ボランティア交流センターの移転に伴う施設整備等の検討

※詳細は資料３「NPO・ボランティア交流センター移転施設のあり方について」

		【現状】

　センターの設置目的である市民公益活動に関する情報・施設の提供，相談，研修・講座を実施するとともに，各セクターに対し，センターの利用促進を積極的にPRし，交流の機会を創出した。

　昨年度の利用者アンケートの結果では，センターへ期待することとして，情報・施設の提供に次いで，企業・他団体とのマッチング支援，組織運営に関する研修・相談があげられている。

　

【課題】

現在のセンターの利用登録では各団体の活動段階の把握が出来ていないため，利用登録制度を見直す必要がある。

[bookmark: _GoBack]各団体の活動段階や各セクターのニーズに応じた，戦略的な支援を行う必要がある。

		








市民公益活動の推進に係る施策　基本方針に基づく今後取り組む主要施策の検討

３．市民・NPO・行政等が共に働く福岡のまち

　　市民，NPO，行政などが，適切な役割分担と対等なパートナーシップのもとに共働。

		これまでの主な取組

		現状と課題

		課題を踏まえた今後の施策の方向性



				（１）共働への理解の促進





●施策●共働推進の手引きの策定

・Ｈ25.4「NPOと行政との共働マニュアル」作成

　各所属，公民館，小・中学校に配布



●施策●職員研修の充実

・新規採用職員研修（必修研修）

「コミュニティ・NPO等との共働」に関する研修

（Ｈ24：230人　Ｈ25：267人）

・課長級職員等研修（必修研修）

共働を理解する課長研修（Ｈ24：114人　Ｈ25：306人）

・一般職員向け

NPO入門研修（Ｈ25：18人）

・市民・NPO・行政・企業向け

共働カフェ（Ｈ24：81人　Ｈ25：116人）

・７区自治協議会会長会にてNPO・ボランティア交流センターの事業を紹介

・公民館職員研修会を開催し，NPOやNPO・ボランティア交流センターの事業を紹介

（Ｈ24：南区24人

Ｈ25：東区22人・中央区23人・城南区22人）

		【現状】

　「NPOと行政との共働マニュアル」を作成，配布するとともに，職員向け研修を定期的に開催し，共働理解の促進に努めている。



【課題】

[bookmark: _GoBack]　共働するにあたっての前提としての，相互理解，特に「NPO」についての基礎知識が行政，地域ともに不足している。

		



				（２）新たな共働事業提案制度の実施





●施策●課題の掘り起しを行う仕組みの構築

・共働カフェの実施

・共働事業提案制度に応募を検討しているNPOへのサポートセミナ　

　ーの開催

●施策●市単独で実施している既存事業の共働化への再構築

・市単独で実施している事業の見直し

●施策●企業,大学,地域など最適な主体との共働を進める仕組みの構築

・応募対象を従来のNPO法人と任意団体に加え，公益社団法人・公益財団法人，一般社団法人・一般財団法人まで拡大。これらの団体と企業・大学・地域との合同提案も可能とする。（H24年度～）（H24：１件，H25：１件）

		【現状】

H24年度より新たな共働事業提案制度を実施しているが，市の既存事業への課題提示による共働事業は１件にとどまり，自由提案が大勢を占めている。最適な主体との合同提案については，H24・25年度に各１件提案がなされた。

共働事業として採択・実施された事業について，その後，どのように展開されているかの実態把握と事業検証のため，今年度，これまでの共働事業実施団体・行政担当者へのインタビューを行うフォローアップ調査を予定しており，調査結果の分析，制度全体の見直しを行うこととしている。



【課題】

・市の既存事業への課題提示による共働事業が少ない。

・合同提案に結び付けるための支援について検討の必要がある。
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市民公益活動に対する寄付の状況について



H22市政アンケート
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H22市政アンケート











あすみん夢ファンドへの寄付が増えるための条件

無回答	その他	クレジットカード決済などを可能とする	寄付者への記念品など特典を充実する	ＮＰＯ法人の日常の事務所費や人件費も助成対象とする	インターネットなどで簡単に寄付できる仕組みを整備する	活動や組織が充実しているＮＰＯ法人が増加する	寄付者の税制上の優遇措置を拡充させる	寄付金がどう使われたのかを寄付者へ報告する	寄付金の使途や助成先などが示され、選びやすくする	ファンドを積極的にＰＲし、市民の認知度を向上させる	2.5	2	3.4	4.3	6.6	11.3	13.5	14.4	49.4	72	76.099999999999994	





直近１年間のNPO・ボランティア，

公益活動基金への寄付経験









ある	ない	わからない	無回答	23.7	66.8	7.9	1.6	寄付する場合に重視する点

その他	無回答	わからない	積極的に寄付金の募集活動を行っている	家族や知人・友人が活動を行っている	団体の組織体制が整っている	団体に対する社会の評価が高い	積極的に情報公開を行っている	団体の活動内容に賛同できる	寄付金の使途が明確	1.1000000000000001	2	2.2999999999999998	3.6	11.1	16	23	34.6	71.8	85.5	





あすみん夢ファンドを知っているか







知っていた	知らなかった	無回答	4.5	93.7	1.8	

